
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８函第２８号 

事故等名 漁船薩捶丸運航阻害 

発生年月日時刻 平成２０年９月３０日０１時００分ごろ 

発生場所 北海道函館山立待岬東方約１海里 

事故等調査の経過 

 

調査の概要：平成２０年１１月６日函館・地方事故調査官が上磯郡漁業協同組合に対し

て当時の状況を電話聴取、漁船登録票写し入手 

平成２０年１１月１０日船長に対して電話聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

認定した事実 

船種･船名･総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

漁船薩捶丸 ４．６４トン 

漁船登録番号：ＨＫ３－１１４９３９ 

個人所有 

乗組員等に関する情報 船長 一級小型船舶操縦士 

負傷者 負傷者なし 

損傷 船体の損傷なし 

事故等の経過 本船は、北海道上磯漁港を発して漁場にて操業中、平成２０年９月３０日０１時００分ご

ろ主機が停止して運航不能となり、函館海上保安部に救助を要請した。 

 

事実を認定した理由 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

船長が、本船を中古で購入後、取扱いについて十分習得して

いなかったことと、燃料こし器の点検が不十分であったため、

燃料こし器が閉塞し、主機が停止したが、復旧できなかった

可能性があると考えられる。 

 

原因 本インシデントは、船長が本船の機器類の取扱いについて十分習得しておらず、ま

た、燃料こし器の点検が十分でなかったため、主機が停止したことにより発生した可

能性があると考えられる。 

その他の事項 なし 

 




